
 

 

会 議 結 果 報 告 書 

 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和４年１月２５日（火）午後１時２５分 

 

３ 閉会日時    令和４年１月２５日（火）午後１時５６分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ０件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ０件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり 
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   令和４年１月２５日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 計 ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

日程第２ 教育長報告 

【会議等】 

      ・１月１３日（木）広島県町教育長会臨時会議 

      ・１月１９日（水）広島県町教育長会１月例会 

      ・１月２４日（月）地域と学校の連携・協働体制構築研修会 

【学校教育関係】 

      ・小学校施設改修等事業の進捗状況について 

      ・学校での新型コロナウイルス感染状況報告及び感染防止対策について 

・生徒指導上の諸課題について 

・全国レベルで学校が表彰・評価を受けたことについて 

【社会教育関係】 

      ・令和４年成人式について 

      ・社会教育施設及び放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症対策につ

いて 

      ・府中北小学校放課後児童クラブの移転について 

 

日程第３ 報告第２０号  民法改正による成年年齢引き下げに伴う成人式の対象年齢の報告

について 
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５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹    大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    学校教育課長        立花 淑子 

社会教育課長    山本 進一    総務課課長補佐兼総務係長  松林 亮 

総務課事業調整員  小路 靖子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時２５分） 

 

教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会

会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、そのようにいたします。それでは日程第１「議

事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３項の規定

により、私と松本委員を指名することといたしますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

教育長報告を１０件行います。 

まず、会議等関係です。３件ございます。 

１件目及び２件目については、広島県町教育長会についてです。１月１３日木曜日

に県町教育長会の臨時会議、１月１９日水曜日に１月例会をオンラインで開催いたし

ました。新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置実施にあたり、各教育委員

会の取り組みを情報交流しました。 

３件目は、令和３年度地域と学校の連携・協働体制構築研修会についてです。昨日

１月２４日月曜日に、県教委主催の同研修会がオンラインで開催され、その一部に参

加しました。事例発表として、府中南小学校のこれまでの実践が報告され、県教委教

育委員であり文部科学省国立教育政策研究所志々田総括研究官から講評講義をいただ

きました。詳細は、社会教育課長が行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。昨日開催されました「令和３年度地域と学校の連携・協働体制

構築研修会」についてご報告させていただきます。本研修会は、地域学校協働活動を

推進するため、関係者の理解促進と地域学校協働活動推進員等の育成を図り、今後の

取組の充実につなげる機会とすることを趣旨として開催されました。研修では、「学

校・家庭・地域のつながりで育む南っこの未来」の題名で、南小学校コミュニティ・

スクール事務局の石本さんと小田原校長先生に事例報告をしていただきました。事例

報告では、活動例を紹介し、コミュニティ・スクールに関わっている人の感想、今後

の課題と来年度にやりたいことを発表されました。事例報告に対する質問では、コミ
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ュニティ・スクールの事務局の体制、場所、地域との連携などがあり、参加された方

には、今後の活動の参考になったと思います。文部科学省国立教育政策研究所志々田

総括研究官からは府中南小学校は県内でも先行している事例であるとの講評があり、

また、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）と地域学校協働本部の違いについ

て講義がありました。社会教育課としては、この度の研修会で学んだことを生かし、

地域学校協働本部に関する事業を行っていきたいと考えています。報告は以上です。 

 

教育長    次に学校教育関係４件です。 

１件目は、小学校施設改修等事業の進捗状況についてです。府中小学校体育館及び

特別教室棟の屋根外壁の改修工事と府中東小学校のエレベーター増築工事の進捗状況

について報告いたします。詳細を、総務課長が報告いたします。 

 

総務課長   総務課長です。今年度実施の小学校施設改修等事業の進捗状況について報告しま

す。本日、工事個所の写真を資料として配付しておりますので、ご覧いただければと

思います。今年度は、府中小学校体育館、特別教室棟の屋根外壁の改修工事と府中東

小学校のエレベーター増築工事を行う計画となっています。このうち、府中小学校の

改修工事は、１２月２８日までの工期で進めていましたが、１２月１５日には施工業

者から完成届が提出され、１２月２３日に検査を完了しております。すでに足場の解

体や現場事務所の撤去も済んでおり、改修個所を外から確認できる状態となっており

ます。 

続いて、府中東小学校の工事については、工期予定が本年３月末までとなっていま

したが、こちらも今月中旬には工事が概ね完了しております。先週１月１８日には、

部分使用検査を完了しており、その後、仮使用を開始していると聞いています。来月

２月１０日に最終的な引き渡し検査を行い全ての工事が完了する予定です。説明は以

上です。 

 

教育長    ２件目は、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置実施にあたり、学校で

の感染状況報告及び感染防止対策について報告します。 

３件目は、生徒指導上の諸課題について報告します。２件合わせて、詳細を学校教

育課長が報告いたします。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。まず、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置実施に

あたり、学校での感染状況報告及び感染防止対策について報告いたします。現在、年

が明け、マスコミ各社から連日報道されておりますとおり、新型コロナウイルス感染

症について、変異株のオミクロン株に置き換わっているとされ、実際、広島県におい

ても１月２２日に最多の感染者数が報告されるなど、感染が拡大傾向にあることが懸

念されています。広島県では、令和４年１月１日以降、一昨日の１月２３日までに報

告された新規感染者数は、１７，５１０人で、同じ期間の府中町の新規感染者数は、

３１７人となっています。そのうち、町立の小中学校の児童生徒は、その約１１％、

３６人となっています。なお、令和３年の４月から１２月までの町立小中学校の児童

生徒の感染者数は、２１人でした。学校において、これまで児童生徒がＰＣＲ検査の

結果、陽性が判明した場合、保健所による積極的疫学調査及び臨時休業により、感染

拡大を防ぎ、早期終息を図ることとしていました。しかしながら、先ほども述べまし

たように、年が明けて、感染状況が急速に拡大したことにより、保健所業務がひっ迫

して、積極的疫学調査のみならず、事業所ＰＣＲ検査等も実施できない状況となりま
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した。別紙の「児童生徒がＰＣＲ（抗原）検査の結果、陽性となった場合の対応につ

いて」をご覧ください。現状に対する感染拡大防止対策について、県の豊かな心と身

体育成課や健康推進課と協議しつつ、厚生労働省のアドバイザリーボードで公表され

た広島県の直近の感染状況の分析結果などを基に新たな対処方針をまとめました。そ

れをわかりやすく、別紙のとおりフローチャートにし、各学校の校長に示し、連携を

図っています。具体的な対策としては、現在、コロナウイルスに感染した場合、３日

以内に９割の確率で発熱や咳などの症状を呈することから、陽性者が判明したクラス

において、フローチャートにもありますように、他に陽性となった児童生徒がいない

か、発熱等の症状がある児童生徒はいないかなど、５日間の経過観察を行います。状

況によっては、学級閉鎖のみならず、学年閉鎖や臨時休業を行わなければならないこ

とも想定されますが、現時点では、陽性が判明した３６人の児童生徒は、いずれも家

庭内感染が強く疑われ、学級内感染は生じていないと分析していますので、今のとこ

ろ１月の学級閉鎖等の実施している学校はありません。このように、常に状況は変化

し、予断を許さない事態にありますが、今後とも各学校との連携はもとより、保健所

等の関係機関とも協議して、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めてまいります。 

また、学校行事のお知らせでございますが、修学旅行を２月に実施予定としていた

学校について、３月に変更するということを聞いております。府中中学校は長崎県で

３月２２日から２４日に延期し、南小学校については、山口県でまだ日程は決定では

ありませんが、３月に延期するということですのでご承知おきください。 

続きまして、府中町生徒指導上の諸課題の状況について説明いたします。令和２年

度については、コロナ感染拡大防止のため、４月１５日から５月３１日まで臨時休業

措置をとっておりますので、単純に比較はできないと思われます。 

まず暴力行為の発生件数です。令和３年１２月の欄を見ますと、１２月末現在小学

校で７件、中学校は０件です。掃除時間中に友達が故意でなく降ろした椅子が足に当

たったため、その友達は謝ったが、納得ができず、ほうきを振り回し、友達に当たっ

たという事案がありました。衝動性が高く、話し合いで解決することが難しいことが

原因です。 

次にいじめの認知件数です。小学校で１２件、中学校で４件です。今月についての

事案はありませんが、今年度、ＳＮＳがもとでのトラブルがみられるため、１２月に

は県教育委員会の指導主事を招き、生徒指導主事、情報担当者を対象に、実践につな

がる情報モラル教育の研修を行いました。 

次に特別な指導の件数です。小学校で６９件、中学校で３４件です。小学校では令

和元年度を超える増加となり、中学校では逆に減少となっています。生徒間暴力の指

導のほか、万引、感情をコントロールできない言動、校内の決まり違反、後先を考え

ない行動に対する指導の事案がありました。 

次に不登校人数です。小学校で２７人、中学校で３５人です。小学校では年々増加

傾向にあり、令和２年度を超える人数となり、中学校では令和２年度までは減少傾向

にあったものが、平成３０年度を超える増加となりました。小学校の２７人中９人が

昨年度も不登校の児童です。中学校では３５人のうち、１４人が昨年度も不登校で

す。今月不登校になった要因としては、これまで欠席しながらも頑張って登校してい

たが３０日を超えたもの、保護者の学校の指導に対しての思いがあるもの、家庭環境

の変化によるものがありました。どのケースでも、保護者との関係を切らさないよ

う、担任等だけでなくスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーにもつな

げて連携を続けていきます。最後に不登校児童生徒の割合についてです。広島県全体

でも高い割合になっていると聞いていますが、府中町も高くなっています。１２月末
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現在で、小学校は０．８８で、中学校は２．９８となっています。コロナ禍によって

生活環境が変化し、生活リズムが乱れやすい状況や、学校生活において様々な制限が

ある中で交友関係を築く必要があるなど、登校する意欲がわきにくい状況にあったこ

と等も背景として考えられます。スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラ

ー等関係機関との連携がより重要になってくると考えております。説明は以上です。 

 

教育長    ４件目は、全国レベルで学校が表彰・評価を受けたことについて報告します。 

令和３年度全国健康づくり推進学校表彰事業において府中南小学校が優良校に決定

しました。この表彰は、毎年県で１校表彰されるものです。府中南小学校は、地域と

ともにある学校づくりの特徴的取り組みとして地域ぐるみの防災教育に取り組んでい

ます。その取り組みが評価されました。 

次に社会教育関係３件です。 

１件目は、令和４年成人式についてです。１月１０日に開催する予定でした、令和

４年成人式について、５月１日に延期することとしました。 

２件目は、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置実施にあたり、社会教

育施設及び放課後児童クラブにおいて、感染防止の対応を行っております。 

３件目は、府中北小学校放課後児童クラブの移転について、建物のうち１・２年生

の利用する第１児童クラブが校舎内に移転することについて、整備が終了しました。

それら３件合わせて、詳細を社会教育課長が報告いたします。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。１件目、令和４年成人式についてご説明させていただきます。

令和４年成人式を１月１０日に開催するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止を

講じた準備をしていましたが、令和４年１月９日に府中町が新型コロナウイルス感染

症まん延防止等重点措置の対象地域となったため、令和４年成人式を５月１日の日曜

日に延期することとしました。開催の延期については、対象者全員にはがきにて案内

をしております。また、町公式ホームページに掲載し案内しました。なお、５月１日

日曜日の実施内容につきましては、１月１０日に予定していた内容と同じ内容とさせ

ていただきます。 

２件目、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置実施にあたり、社会教育

施設及び放課後児童クラブにおける感染防止の対応についてご説明させいただきま

す。社会教育施設の感染防止対策ですが、本日お配りしました資料をご覧ください。

資料「新型コロナウイルス感染症による町施設の利用制限等状況一覧」でございます

が、１月９日日曜日から３１日まで、屋内施設は利用中止、屋外施設は２０時までの

時間短縮をしております。なお、図書館については、一部利用中止とし、予約資料の

貸出・返却のみ利用可としております。なお、開館時間につきましては、平日です

が、２０時までのところを１８時までに変更としています。なお、歴史民俗資料館は

府中公民館改築等工事に伴い、１０月１日から休館となっております。 

新型コロナウイルス感染者の急拡大に伴い、町内小学校では感染者や濃厚接触者が

増加傾向にあるため、学校教育課長から説明がありました「児童生徒がＰＣＲ（抗

原）検査の結果、陽性となった場合の対応について」と同様の対策を放課後児童クラ

ブでも行っております。放課後児童クラブの活動では、おやつの提供をしています。

現状では、おやつは前方を向き、長机に４名で間隔をあけて、黙食で食べています

が、マスクを外して食べることから、マスクをして食べる、分散して食べるなど感染

防止対策を検討しました。しかし、低学年にはマスクをして食べるのは難しい、分散

して食べると時間がかかる、施設の構造上部屋を分けることができないという状況が
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あり、感染防止対策を行うためには、全校統一した対策を講じるべきと判断し、１月

１７日月曜日から３１日月曜日までおやつの時間を一時停止することにしました。お

やつの時間を一時停止することについては、保護者へ通知しご理解を得ています。 

３件目、府中北小学校放課後児童クラブの移転についてです。府中北小学校校舎横

にあります、１・２年生の利用する第１児童クラブですが、エアコンの機能低下が進

み、定期的な換気をしながら適正な温度管理ができない状態となっていました。その

ため、既に学校校舎内にある、第２児童クラブの隣の教室である旧図工室に移転し、

放課後児童クラブが運営できるように教室の床修繕及びエアコンの整備を行いまし

た。この移転により、活動する部屋の面積を増加させることができております。な

お、現在、移転した部屋へ運営に必要な備品等の移動しているところで、移転先は使

用していませんが、速やかに必要備品等を移動して、取り組みをしてまいりたいと思

っております。説明は以上です。 

 

教育長    報告は以上です。 

それでは、質疑等に移ります。 

まず、会議等についてご質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。学校教育関係についてございますか。 

 

坂田委員   ２点ほど質問します。１点目は、新型コロナウイルスの感染者や、濃厚接触者に対

する人権侵害は起きていないのか。加えて、それが起こらないようにどう対応されて

いるか教えてください。 

       もう１点は、生徒指導上の諸課題のところで、暴力行為について説明をいただきま

した。そのことについてですが、学年は何年生でしょうか。どのように対応したの

か、その結果はどうなっているのか、わかる範囲で教えてください。以上です。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。まず１点目のコロナの濃厚接触者に対する人権侵害があるのか

無いのかということですけど、今学校教育課に入っている情報としては、人権侵害と

いう一報は入っていないというのが現状です。 

       続きまして、暴力行為で何年生がという詳細な情報についてですが、今私の方で把

握できていませんので、次回にでも報告させていただければと思っています。 

 

坂田委員   恐らく学校長とかが校内の感染症への人権侵害等について、生徒・児童にわかるよ

うに話をしたり、文書とかで発信していると思います。その辺を把握されて、情報を

７校共有して、こういう風にしたらというのをしっかりやっていくべきだと思いま

す。以上です。 

 

教育長    ありがとうございます。学校教育について他にございませんか。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。それでは社会教育関係について何かございませんか。 
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（なし） 

 

教育長    よろしいですか。続いて、委員の皆様から、その他のご意見などありましたら、お

願いいたします。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。ないようでございます。では次に参ります。日程第３、報告第２

０号「民法改正による成年年齢引き下げに伴う成人式の対象年齢の報告について」を

議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。報告第２０号。令和４年１月２５日。民法改正による成年年齢引き

下げに伴う成人式の対象年齢の報告について。民法改正による成年年齢引き下げに

伴う成人式の対象年齢について、教育長に対する事務委任規則第４条第４号の規

定により報告する。詳細な説明は社会教育課長が行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。資料３ページ、報告第２０号「民法改正による成年年齢引き下

げに伴う成人式の対象年齢の報告について」ご説明させていただきます。令和３年１

０月での教育委員会会議の協議会で、「民法改正による成年年齢引き下げに伴う成人

式の対象年齢について、民法の改正の概要等の説明をさせていただき、委員の皆様

に、令和４年度以降も当該年度中に２０歳に達する人を対象として成人式を実施する

ことに対してご意見を受け、町として方針を決定いたしました。 

１ 成人式（成人祭）の対象年齢 

令和４年（２０２２年）４月１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられ

る民法の一部改正が施行されますが、令和４年度以降も当該年度中に２０歳に達する

人を対象とします。 

２ 目的 

これまでのように２０歳の節目を祝い励ますことや、地域社会の一員としての自

覚、地域への感謝の気持ち、恩師、友人と生まれ育った府中町で再会することで郷土

愛を深めること目的として実施することします。 

参考でございますが、本日、全国を対象に実施された、成年年齢引き下げ後の成人

式の実施に関するフォローアップ調査、これは令和４年１月の状況でございますが、

配付させていただきました。資料２ページをご覧ください。資料２ページの問１です

が、令和４年度以降に実施される成人式の対象年齢について、すでに方針を検討・決

定しているかの回答では、決定しているが８３．７％でございます。問２では対象年

齢については、２０歳が９４．７％との回答となっております。資料４ページの次の

ページでございますが、令和３年度の各市町における青年年齢引下げ後の対象年齢に

ついての調査の一覧表となっています。１８歳を対象とする自治体は、北海道別海

町、三重県伊賀市の２市町だけとなっております。広島県は、本調査では１１市町が

２０歳となっていますが、県が実施した調査では、２３市町が２０歳を対象年齢とす

ることとなっております。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 
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教育長    よろしいでしょうか。ないようでございます。よって日程第３、報告第２０号を終

わります。 

以上で本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、これをもって本日の会議を

閉会いたします。 

 

 

（閉議 午後１時５６分） 

 

  

 


